
鳥栖市企業告示第　4　号

鳥栖市水道事業公金収納事務委託規程により、収納事務を委託したので、第７条の

　・鳥栖市水道事業公金収納事務受託者

・委託期間　　令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで

・委託内容　　水道料金及び下水道使用料の収納事務

・指 定 日　　令和８年３月２５日

・委 託 日　　令和８年４月１日　　　　

（上記受託者と提携している収納事務取扱事業者）
・株式会社　セブン－イレブン・ジャパン
・株式会社　ローソン
・株式会社　ファミリーマート
・山崎製パン　株式会社
・ミニストップ　株式会社
・株式会社　ポプラ
・株式会社　セイコーマート
・株式会社しんきん情報サービス
・ビリングシステム　株式会社
・ＰａｙＰａｙ株式会社
・楽天銀行株式会社
・株式会社　ゆうちょ銀行
・ＫＤＤＩ　株式会社
・株式会社　みずほ銀行
・株式会社　ＮＴＴドコモ
・イオンフィナンシャルサービス株式会社
・楽天ペイ株式会社

鳥栖市水道事業
鳥栖市長　向門　慶人

令和８年４月１日

株式会社　電算システム 岐阜県岐阜市日置江１丁目５８番地

規定により告示する。

所在地名称



 

鳥栖市企業告示第 ５ 号 

 

 鳥栖市公共下水道の供用及び終末処理場による下水の処理を開始するので、 

下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９条の規定に基づき、次のとおり公示する。 

 なお、関係図書は、閉庁日を除き上下水道局において縦覧に供する。 

 

令和８年４月１日 

 

 

鳥栖市下水道事業 鳥栖市長 向門 慶人 

 

 

１ 供用及び下水の処理を開始する日 

   令和８年４月１日 

 

２ 下水（雨水を除く）を排除及び処理すべき区域 

   養父町の一部 

   

                    計 ２．３ヘクタール 

 

３ 供用を開始する排水施設の位置及び終末処理場の名称及び位置 

   排水施設の位置 

   養父町の一部 

 

   終末処理場の名称及び位置 

名     称 位    置 

鳥栖市浄化センター 鳥栖市真木町１２０７－１ 

 

４ 供用を開始しようとする排水施設の分流式又は合流式の別 

   分流式 

 

５ 縦覧時間 

   午前８時３０分から午後５時１５分まで 



鳥栖市企業告示第６号

令和８年４月１日

鳥栖市水道事業

鳥栖市長　向門　慶人

1 徴収事務受託者

2 徴収事務委託期間 　　　　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

3 委託する徴収事務の内容 水道メーターの検針事務

岸川　千早 鳥栖市弥生が丘２丁目
戸上　友紀 鳥栖市あさひ新町
竹内　仁美 鳥栖市大正町

権藤　裕美 鳥栖市蔵上２丁目
北島　小百合 鳥栖市村田町
梁井　芳子 鳥栖市飯田町

権藤　智子 鳥栖市田代本町
新地　愛 鳥栖市あさひ新町
堤　真知子 鳥栖市加藤田町２丁目

福田　真喜子 鳥栖市弥生が丘６丁目
藤田　真美 鳥栖市弥生が丘６丁目
和田　直美 鳥栖市弥生が丘６丁目

大場　益夫 鳥栖市弥生が丘５丁目
末光　夏実 鳥栖市本鳥栖町
武富　あけみ 鳥栖市今泉町

林　久美子 鳥栖市田代外町
古川　和美 鳥栖市曽根崎町
中尾　佳奈 鳥栖市布津原町

　鳥栖市水道料金等徴収事務委託規程第２１条により、徴収事務の委託に
ついて、以下のとおり告示する。

氏 名 住 所
古賀　有香 鳥栖市養父町
古賀　文子 鳥栖市本鳥栖町



鳥栖市企業告示第７号

令和８年４月１日

鳥栖市水道事業

鳥栖市長　向門　慶人

1 徴収事務受託者

2 徴収事務委託期間 　　　　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

3 委託する徴収事務の内容 集金業務

　鳥栖市水道料金等徴収事務委託規程第２１条により、徴収事務の委託につ
いて、以下のとおり告示する。

氏 名 住 所

古賀　光範 鳥栖市江島町


